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入 札 説 明 書

令和７年５月２１日

秋田県立衛生看護学院

この入札説明書は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１

６号。以下「施行令」という。）及び秋田県財務規則（昭和３９年規則第４号。以下「規則」という。）、

本件調達にかかる入札公告（以下「入札公告」という。）のほか、秋田県が発注する物品調達に関し、一

般競争入札に参加しようとする者（以下「競争参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければなら

ない事項を明らかにするものである。

１ 入札に付する事項

(１) 借入物品名及び数量

学院内ＬＡＮシステム及び学生管理システム（サーバ及びパーソナルコンピュータ等）一式

（詳細は仕様書による）

(２) 借入物品の仕様等

仕様書による

(３) 契約期間

契約締結の日から令和１２年８月３１日まで（機器の賃貸借期間は令和７年９月１日から令和

１２年８月３１日までの６０ヶ月とする）

（４）長期継続契約

この入札に係る契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３及び地方自治法

施行令第１６７条の１７並びに長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１８

年秋田県条例第９号）に基づく長期継続契約であるため、この契約を締結した日の属する年度の翌

年度以降の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、

この契約を解除する場合がある。この場合に、契約の相手方は解除により生じた損害の賠償を請求

することができない。

２ 入札に参加する者に必要な資格

(１) 入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。

① 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

② 秋田県暴力団排除条例（平成２３年秋田県条例第２９号）第２条に規定する暴力団員又は暴力

団と密接な関係が有る者に該当しないこと。

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決

定を受けた者を除く。）でないこと。

④ 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者

（適用除外事業所を除く。）であること。

⑤ 当公告の日から当該調達の開札の日までの間に秋田県から指名停止の措置を受けていないこと。

⑥ 秋田県物品供給業者等登録名簿に登録されていること。

⑦ 当該契約に係る必要書類等を提出していること。

３ 申請書等の提出について

(１) 提出書類等

入札に参加しようとする者は、次のとおり書類等を提出すること。期限までに入札参加資格申請

書等を提出しない者は、入札に参加することはできない。
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① 競争入札参加資格確認申請書（様式第１号）

② 誓約書（様式第２号）

③ 秋田県内の本店又は支店等に関する書類（履歴事項全部証明書等）

④ 納入物品明細書

(２) 提出期間

次の場所へ持参又は郵送により提出すること。

令和７年５月２１日（水）から令和７年５月３０日（金）まで。ただし、秋田県の休日を定める

条例（平成元年秋田県条例第２９号）第１条第１項に規定する県の休日を除く。

（３）提出時間

午前９時から午後４時まで

（４）提出場所

〒０１３－００３７ 横手市前郷二番町１０番２号

秋田県立衛生看護学院

４ 入札保証金及び契約保証金

(１) 入札保証金

入札参加者は、見積もった契約希望月額（消費税及び地方消費税を含む）に６０を乗じた金額の

１００分の５以上の金額を開札までに納付しなければならない。ただし、財務規則第１６０条第２

項に定める担保（銀行振出小切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵

便為替証書）の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。なお、入札保証金は入札開

始の前までに、秋田県立衛生看護学院事務室へ手続きを行うこと。還付は、落札者に対しては当該

契約の締結後に、その他は入札終了後直ちに行う。

(２) 契約保証金

落札者は、見積もった入札金額に６０を乗じた金額の１００分の１０以上の金額を契約締結まで

に納付しなければならない。ただし、財務規則第１７７条第２項第１号に定める担保（銀行振出小

切手、銀行保証小切手、国債、秋田県債、郵便振替貯金払出証書、郵便為替証書）の提供をもって

契約保証金の納付に代えることができる。

(３) 入札保証金、契約保証金の納付を免除される者

① 入札保証金については、次のア又はイの書類を添えて、あるいはウにより入札保証金納付免除

申請書を令和７年５月３０日（金）午後４時（秋田県の休日を定める条例（平成元年秋田県条例

第２９号）第１条第１項に規定する県の休日をのぞく）までに提出し、契約しないこととなるお

それがないと認められるときは、その者の入札保証金を納付させないことができる。

ア 県を被保険者とする入札保証契約証書

イ 過去２年の間に国又は公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする２件以上の契約書の写し及

び履行を確認できる書類の写し（支払通知書の写し等）

ウ 秋田県物品の製造の請負、買入等に係る競争入札参加資格等に関する要綱第６条に基づき物

品供給業者等登録名簿に登録されている者（添付書類不要）

② 契約保証金については、県を被保険者とする履行保証保険契約証書を契約締結までに提出し、

免除が適当と認められた者、または、上記①の書類審査の結果、入札保証金の免除が適当と認め

られた者。

③ 審査資料等提出場所

秋田県立衛生看護学院 事務室

５ 入札執行の日時・場所及び入札書等の提出等

（１）提出方法

入札参加者は、開札予定日時に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならな
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い。

（２）開札予定日時

令和７年６月２日（月） 午前１０時００分

（３）開札場所

秋田県立衛生看護学院１階 大会議室

（４）入札書の記載について

入札書においては、契約期間における月額の金額を記載すること。落札決定にあたっては、入札書

に金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときはその端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分

の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

（５）入札参加者が１者であった場合であっても、入札を執行するものとする。

６ 入札書の書き換え等の禁止

入札参加者は、当該入札金額の書換え又は撤回をすることができない。

７ 開札の方法

(１) 開札は、原則として入札者又はその代理人の出席のもと行うものとする。

なお、代理人が入札を行う場合は、別添の委任状を提出すること。

（２）予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。

（３）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者のくじ引きにより落

札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者

があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定す

る。

（４）開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再

入札を行う。

（５）入札は２回までとし、２回目の入札を終えても落札者がいない場合は、入札価格が最も低い者と随

意契約の交渉を行うことがある。

(６) 開札場所に持参するもの

・身分証明書（運転免許証等）

・再度の入札又は入場者確認に使用する印鑑（印影が変化する印鑑を不可）

・委任状（代表者から入札等に関する委任を受けた者に限る）

８ 入札の無効

次の各号に該当する入札は、これを無効とする。

(１) 入札に参加する資格のない者がした入札

ア 委任状を持参しない代理人がした入札

イ 入札公告に定めた資格のない者がした入札

(２) 入札保証金を納付しない者（免除された者を除く。）又はその金額に不足のある者がした入札

(３) 同一の入札について２以上の入札をした者の入札

(４) 同一の入札について２人以上の入札者の代理となった者の入札

(５) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(６) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札

(７) 記名押印を欠く入札

（８） 前各号に定めるほか、入札説明書等で指示した条件に違反すると認められる入札
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９ 契約の方法

落札者の入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって、１式当たりの１月の

契約金額とする。

10 その他

(１) 仕様書の中で、確認書類等の提出を求められている場合は、その指示に従うこと。

(２) 入札保証金の納付手続き又はその免除を受ける手続きがなされない場合は、入札に参加しないも

のとみなす。

(３) 当該入札案件の仕様について疑義がある場合は、令和７年５月２８日（水）午後１時までに秋田

県立衛生看護学院事務室まで文書で提出すること。

① 件名は「学院内ＬＡＮシステム及び学生管理システムについて」とする。

② 質問及び回答内容については、入札説明書受領者全てに電子メールで通知する。

③ 回答内容は本説明書及び仕様書の追加又は修正とみなすこと。

11 問合せ先

照会及び回答は、原則として書面による。

〒０１３－００３７

横手市前郷二番町１０番２号

秋田県立衛生看護学院 事務室（電 話：０１８２－２３－５０１１）

（ＦＡＸ：０１８２－３５－５１８８）

（e-mail：kangaku@pref.akita.lg.jp）


